
ＤＭＥ自動車普及推進活動の成果と課題

ＤＭＥ自動車普及推進委員会



２０１５年頃
燃料ＤＭＥの海外での
大量生産開始
２００万トン／年

２０１５年頃
自動車排ガス規制強化
＊ 燃費基準、
＊ 未規制物質規制、
＊ 粒子カウント規制

２００９～２０１３年頃
ＤＭＥ充填ステーション
の設置基準の規制緩和
の実現を目指して活動

２０１７年～２０２０年
ＤＭＥ自動車の
本格的な普及期

２００７年～２００９年
ＤＭＥ充填ステーション
の大量充填システム研
究開発と規制緩和デー
タの作成

１９９８年～２００８年
ＤＭＥ自動車（コモン
レール方式）の研究開
発と実用化への研究開
発、実証走行実施

２００９年～２０１６年
ＤＭＥ自動車（事業用車
両＊緑ナンバーとして
大臣認証）での長距離、
フル積載実証走行の実
施（年間１０万ｋｍ）

２００７年～２０１２年
ＤＭＥ耐性シール材の
研究開発

２０１０年～２０１６年
ＤＭＥ耐性シール材の
研究開発、ＣＮＧ車並
み規制緩和を実現でき
る燃料タンクとバルブ
の研究開発



個別課題の進捗状況と課題

ＤＭＥ自動車の技術的進捗と課題

●達成してきた技術
＊ コモンレール方式ディーゼルエンジンでの効率的燃焼の実現。
＊ 大量クールドＥＧＲ（排ガス再循環）システムによるＮＯｘ（窒素酸化物の低減が実現

（ポスト新長期規制達成）。
＊ パージレスシステムの達成。ＣＮＧ自動車の技術：高圧ガスの漏れ対策パイプシステムの採用。
＊ ＤＭＥ漏れ感知器の搭載。
＊ 大量かつ高圧流通が可能なフィードポンプの採用とパージレスシステムにより、

軽油並みの配管システムが完成。（中央精機、豊田織機など）
＊ 漏れを発生しないインジェクターの開発により、高圧（７０Ｍｐ以上）での燃料噴射が実現し、

排ガス対策の処理が可能。（今後、大量生産に合わせた技術開発：デンソウ等の協力不可欠）
＊ 過流防止弁に電子弁の採用を実現。これにより、ＤＭＥのＬＰＧ以上の流通が可能になった。

●今後の課題
＊ ２００９年度より実施予定の緑ナンバートラック（２台）の実証走行事業をサポートする。
＊ インフラシステムの大量高速充填ステーションの実現に合わせた燃料タンク及び利用システムの構築
＊ ＣＮＧ並の燃料タンク検査の実現。
（車両の寿命と同様に燃料タンクの寿命の延長：
現在は５年ごとの再検査が必要。
安価で高性能なＤＭＥ耐性シール材の完成と併せて、バルブ類の寿命を延長することで、
車両に搭載した状態での燃料タンク、パイプ類の検査を可能にすることが必要。）

＊ ＤＭＥ自動車構造取扱基準（略：構造基準）の完成とメンテナンス体制の確立
構造基準は、その時点での最先端基準に適合している必要がある。
ＤＭＥ自動車に関わる業界により、保安会議を設置し、国土交通省の承認を得る。
保安会議の設置とメンテナンス体制の構築する必要がある。



個別課題の進捗状況と課題

ＤＭＥ自動車インフラ整備の技術的進捗と課題

●達成（研究開発中を含む）してきた技術と課題
＊ 大型トラック、バス用に１分間、８０リットル充填のシステム構築を目標とした。
＊ 液相、気相の接続を行うことで、実現することを確認。
＊ 大量充填により、より大きな水撃（ウォーターハンマー）現象の発生を実験によって検証。
＊ 水撃対応策として、自動車側の燃料タンクの充填状況をステーションと連絡をすることで、

充填の最終段階での充填速度を減速して、水撃被害を抑えるシステムの構築を目指している。
＊ ＤＭＥ充填ステーションの設置基準の緩和の実現を目指して実験中。

目標は、ＣＮＧ並みの規制緩和。
現在、ＬＰＧスタンドの規制緩和の動きはない。
ＣＮＧ，水素などの充填ステーションの規制緩和は業界が検討を行い、
実証実験研かに基づいて実現している。
目標は、似た性状のＬＰＧスタンドではなく、ＤＭＥ独自の実証試験により規制緩和を求めていく。
現在、産業技術総合研究所に依頼して、漏れ等による爆発等の危険可能性調査実験を進めており、
安全性、危険性に関わるデータを収集し、規制緩和に資する。

＊ 充填ステーションや自動車の部材・機材に大量に使用するＤＭＥ耐性に優れた安価なシール材を
開発することにより、部材、機材の点検時期の延長や安価なシステム伊の構築を目指す。

＊ 国際交流を積み上げ、充填システム（ステーション・自動車）の国際的共通性を追究する。

以上について、ＤＭＥ自動車普及推進委員会インフラ部会、神奈川県と共同で進めた「ＤＭＥインフラ等研究
会」、インフラ部会メンバーを中心にして伊藤忠エネクスが管理会社を務めている「地域イノベーション事業」
で、段階的に進めており、一定の成果を２００９年度中に得て、その成果をもとに、インフラ等に関わる規制緩
和をＤＭＥ自動車普及推進委員会が積極的に推進する。



規制緩和に関するロードマップ（マスタープラン）

現実的にDMEスタンドを設置できるようにするため、高圧ガス保安法及び消防法の法令改正を働きかける

’07年度 ’08年度 ’09年度 ’10年度 ’11年度 ’12年度

①

現行法規上の問題点調査

②

原子力安全・保安院への
第一次提起

③

DME自動車普及計画作
成（シナリオ作成）

④

DME燃料供給計画作成

①

DME自動車普及計画、
DME 燃料供給計画を

原子力安全・保安院に提出
し規制緩和を要請

②イノベーション事業）

DMEスタンドの安全性に
関する依頼研究（ＡＩＳＴ）

原子力安全・保安院のもと
に高圧ガス保安法令改正
検討会設置、検討開始

①原子力安全・保安院に
よる高圧ガス保安法、
法令改正

②総務省消防庁に対し
消防法令改正の
働きかけ実施

総務省消防庁のもと
に消防法令改正検討
会設置、検討実施、答
申

総務省消防庁による
消防法令改正

①、②

① 改正法令公布

答申

①

③、④ ②

‘07/4 ‘07/10 ‘08/4

‘08/10
‘09/4 ‘09/10

‘10/4

‘10/10

Ⅰ.改正要求項目
１．高圧ガス保安法令関係
①DMEスタンド則の新設
保安距離の短縮（設備距離、火気取扱制限距離、ディスペンサと道路境界との距離等）
保安要員の緩和

②自動車燃料用容器の充填圧力の新設

２．消防法令関係
給油取扱所にDME充填設備を併設することの法制化

Ⅱ スケジュール

‘11/4 ‘11/10 ‘12/4 ’12/10

設置 ②
設置 答申 改正法令公布



個別課題の進捗状況と課題

ＤＭＥ自動車の燃料に関わる知見習得と課題

●達成（研究開発中を含む）してきた知見と課題
＊ 国内、国際的ＤＭＥ情報の収集。特に中国におけるＤＭＥの情報収集に力を注ぎ、

情報の継続的収集が可能となってきた。（委員会全体、岩谷産業、出光興産、豊田通商、トタルなど）
＊ 産業技術総合研究所と共同で、不純物（ＬＰＧ，水、メタノール、着臭剤、ＦＡＭＥなど）の１％混入に
よる排ガスへの影響試験を行った。
特に、水の混入による問題点を指摘。また、ＦＡＭＥを入れることで排ガス性状が悪化することを確認。

＊ 中国産のＤＭＥをサンプル輸入し、分析を行った。今後の輸入等に関わり、問題の把握。
特に、硫黄の残留などを指摘。

◎ メンバーであるトタル、豊田通商、日本ＤＭＥ（三菱ガス化学、伊藤忠商事など）など９社が
創設した燃料ＤＭＥ製造株式会社が２００８年７月に新潟の三菱ガス化学新潟工場内に、
年産８万トンの燃料ＤＭＥ製造プラントを竣工した。

ＤＭＥ自動車等に関わる交流と課題
＊ ＤＭＥ自動車に関する普及啓発活動を積極的に推進してきた。

環境省などが実施する「エコカーワールド（低公害車展示会）に車両やパネル等の出展
ＤＭＥ自動車普及推進委員会の事務所開設と事務局運営、ホームページの開設

＊ ２００７年１２月３日（月）に上海交通大学で「日中ＤＭＥ自動普及推進シンポジウム｝を開催。
＊ ２００８年６月１１日（水）に川崎産業振興会館で
「ＤＭＥセミナー２００８～ＤＭＥ自動車普及推進委員会２００７成果報告会～」を実施。


